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子ども・子育て支援事業計画に新たに位置づけられる事業について 

 

 児童福祉法等の一部改正を踏まえて、第 3 期子ども・子育て支援事業計画では、記載事項

として６事業が追加される予定です。これに伴い、子ども・子育て支援事業計画を策定する

ために国が示す基本指針の改正や量の見込みの算出方法等を示す手引きの改訂が行われる

予定です。 

 第３期子ども・子育て支援事業計画を策定するにあたっては、上記事項を踏まえ、対象事

業について、量の見込みや確保量を記載し、計画的に整備していく必要があります。 

 

資料３別紙２ 

１．就学前の教育・保育 

 ①教育施設 

 ②保育施設 

２．地域子ども・子育て支援事業 

 ①妊婦健康診査 

 ②すこやか赤ちゃん訪問 

 ③利用者支援 

 ④乳幼児親子のつどいの場 

 ⑤乳幼児の一時預かり 

 ⑥延長保育 

 ⑦病児保育 

 ⑧小学生対象のファミリー・サポ

ート・センター 

 ⑨学童クラブ 

 ⑩子どもショートステイ 

 ⑪要保護児童等の支援のための

事業 

 ⑫保護者の実費徴収に係る補助 

 ⑬新規参入施設への巡回支援等 

〇子育て世帯訪問支援事業 

〇子どもイブニングステイ 

 （児童育成支援拠点事業） 

〇親子関係形成支援事業 

〇妊婦のための支援給付・妊婦等

包括相談支援事業 

〇こども誰でも通園制度 

（乳児等通園支援事業） 

〇産後ケア事業 

【追加予定事業】 

【第２期子ども・子育て支援事業計画】 

＋ 
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【新たに位置づけられる事業】 

 

 

  

子育て世帯訪問支援事業

事業目的

要保護児童・要支援児童のいる家庭に訪問し、子育てに関する情報

の提供、家事・育児等の援助を行うことを目的としています。

対象者
要保護児童・要支援児童及び特定妊婦のいる家庭で、区が利用の必

要があると認めた方

事業内容・

実施状況

【事業内容】

民間事業者へ委託して、要保護児童・要支援児童のいる家庭を訪問

し、食事の支度、洗濯、掃除、保育所等の送迎、子どもの世話、子

育ての相談、学習支援、学習環境を整えるための助言等の支援を実

施しています。

【実施状況】

令和５年度までは、養育支援訪問事業（要支援家庭育児支援ヘル

パー事業）の一部に位置付けて実施していました。

令和６年度は、36世帯を対象に支援を実施する予定です。

担当課 子ども家庭部　子ども家庭支援課

事業名

事

業

の

概

要
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【新たに位置づけられる事業】 

 

  

子どもイブニングステイ（児童育成支援拠点事業）

事業目的

養育環境に課題を抱え、家庭や学校に居場所がない要保護・要支援

の中高生世代の子どもが安心して過ごせる環境を整備し、個別の状

況に応じた支援を提供することを目的としています。

対象者 中高生世代の要保護・要支援児童

事業内容・

実施状況

【事業内容】

子どもが安全・安心に過ごせる環境において、必要に応じ、食事の

提供や子どもからの相談等に対応します。

【実施状況】

事業の準備を進め、令和７年１月から運営を開始する予定です。

担当課 子ども家庭部　児童相談所設置準備課

事業名

事

業

の

概

要
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【新たに位置づけられる事業】 

 

  

親子関係形成支援事業

事業目的

子どもとの関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者が、

親子の関係や子どもとの関わり方等を学び、健全な親子関係の形成

を図れるよう支援することを目的としています。

対象者 要保護・要支援児童のいる家庭

事業内容・

実施状況

【事業内容】

親子の関係や子どもとの関わり方等を学ぶための「ペアレント・プ

ログラム」を実施するほか、同じ悩みや不安を抱える保護者同士

が、相互に悩みや不安を相談・共有し、情報の交換を行うワーク

ショップを実施します。

【実施状況】

令和５年度から開始し、全６回の講座に延べ６４名が参加しまし

た。

担当課 子ども家庭部　児童相談所設置準備課

事業名

事

業

の

概

要
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【新たに位置づけられる事業】 

 

 

※1ゆりかご面接：妊娠の届出をした妊婦を対象に専門相談員（助産師・保健師等）が、妊娠から子育て期まできめ

細かな面接、相談等の支援を行います。 

※2すこやか赤ちゃん訪問：産後うつの早期発見・対応や育児不安を軽減するため、生後４か月までの乳児のいる

全家庭を助産師・保健師等が訪問し、育児に関する不安や悩みの相談に応じるとともに子育てに関する情報

提供等を行います。 

   

妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業

事業目的

妊婦のための支援給付と併せて、妊婦等に対する相談支援事業を実

施し、妊娠期から子育て期までの切れ目のない伴走型支援の充実を

図ることを目的としています。

対象者 妊婦

担当課 子ども家庭部　地域子育て支援課

事業名

事

業

の

概

要

事業内容・

実施状況

【事業内容】

「妊婦のための支援給付」では、妊娠の届出をした妊婦に５万円を

支給し、その後（出産後）に、妊娠している子ども（流産・死産等

も含む）１人につき５万円を支給します。また、給付を行うに当

たっては、「妊婦等包括相談支援事業」を効果的に組み合わせて行

います。

【実施状況】

現在、「杉並区出産・子育て応援事業」として同様の給付事業を

行っていますが、ゆりかご面接※1やすこやか赤ちゃん訪問※2の際に

お渡ししている出産・子育て応援ギフトについては、都事業も含ま

れているため、今後、給付内容の見直し等を含め適切に対応を図っ

ていきます。

また、「妊婦等包括相談支援事業」では、妊婦やその配偶者等に対

して面談等により情報提供、相談等の伴走型相談支援を行うことと

されていることから、現在、区の伴走型相談支援として行ってい

る、ゆりかご面接、妊娠後期の電話相談（希望者には面談）及び生

後４か月までのすこやか赤ちゃん訪問の機会を活用し、情報提供や

相談対応等を行うとともに必要な支援につないでいきます。
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妊婦のための支援給付・

妊婦等包括相談支援事業 
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【新たに位置づけられる事業】 

 

こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）

事業目的

全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な育成環境を整備する

とともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタ

イルにかかわらない形での支援を強化することを目的に、月一定時

間までの利用可能枠の中で、保護者等の就労要件を問わず時間単位

等で柔軟に保育施設等が利用できる制度です。

対象者 保育所及び幼稚園等を利用していない満３歳未満のこども

事業内容・

実施状況

【事業内容】

区内の乳児等通園支援事業を実施する保育所及び幼稚園等におい

て、満３歳未満の子どもを対象に、就労要件を問わず、月一定時間

の利用可能枠の中で、保育を提供します。

【実施状況】

令和６年度については、保育所及び幼稚園等を利用していない０歳

６か月から満３歳未満の子どもを対象に、「こども誰でも通園制度

の本格実施を見据えた試行的事業」として、保育施設18所で子ども

一人当たり月10時間の利用を上限とした定期的な預かりに取り組

むとともに、令和８年度の給付制度化に向けた課題等の把握を進め

ていきます。

担当課 子ども家庭部　保育課

事業名

事

業

の

概

要
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出典：こども家庭庁 

こども誰でも通園制度 
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※令和６年７月からの試行的実施に伴い、配布した募集チラシ  

こども誰でも通園制度 
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【新たに位置づけられる事業】 

   

産後ケア事業

事業目的

産後の母子等に対し、母親の身体的回復と心理的な安定を促進する

とともに、母親自身がセルフケア能力を育み、母子の愛着形成を促

し、母子とその家族が健やかな育児ができるよう支援することを目

的としています。

対象者

【産後ケア】

産後6か月未満の乳児とその母で、産後ケアを必要とする方

【要支援産後ケア】

要支援、要保護児童として要保護児童対策地域協議会に登録された

妊婦又は乳児及びその母で、区が要支援産後ケアの利用が必要と認

めた方

担当課
子ども家庭部　地域子育て支援課

子ども家庭部　子ども家庭支援課

事業名

事

業

の

概

要

事業内容・

実施状況

【産後ケアの事業内容】

助産師等の専門スタッフが、宿泊もしくは日帰りで、母体の休養及

び体力の回復、母体と乳児のケア、育児に関する指導等を行いま

す。

【産後ケアの実施状況】

21事業者に委託し、令和５年度は1,382件の利用者申請を承認し、

1,883件（延べ日数2776日）の利用がありました。

法定事業化に伴い、現在は各区で独自に行っている産後ケア事業に

ついて、今後は国、都道府県、市区町村の役割を明確化し、計画的

な提供体制の整備を行う必要があるため、適切に対応を図っていき

ます。

【要支援産後ケアの事業内容】

医療機関等への委託による、ショートステイ及びデイケア及び助産

師、心理士等の訪問による育児技術の習得などの支援を実施してい

ます。

【要支援産後ケアの実施状況】

令和５年度　≪ショートステイ≫７人　延26日　≪デイケア≫

43人　延252日　≪訪問支援≫　75人　延443日
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産後ケア事業 


